
愛媛県武道館管理運営要綱 

（趣旨） 

第1条 公益財団法人 愛媛県スポーツ振興事業団（以下「事業団」という。）が行う愛媛県武 

道館（以下「武道館」という。）の管理運営については、愛媛県武道館管理条例（平成17年7 

月19日条例第72号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ 

る。 

 

（開館時間） 

第２条 武道館の開館時間は、午前９時から午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業団の理事長（以下「理事長」という。）は、特に必要がある 

と認めるときは、同項の開館時間を変更することがある。 

 

（休館日） 

第３条 武道館の休館日は、次のとおりとする。 

（１）  月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第178号）第３条に規定す 

る休日（以下「休日」という。）に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日。） 

（２）  1月1日から３日まで及び 12月29日から 31日まで。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又 

は休館日に武道館を利用させることがある。 

 

（専用利用） 

第４条 武道館の施設のうち、専用で施設を利用（以下「専用利用」という。）できるものは、主道場、柔

道場、剣道場、副道場及び会議室とする。 

２ 専用利用しようとする者は、原則として、利用日の３箇月前から１４日前までにえひめ施設利用予約

システム（以下「予約システム」という。）で予約しなければならない。ただし、予約システムを利用で

きない場合は、愛媛県武道館利用許可申請書（様式第１－１号。以下「利用許可申請書」という。）の

提出による申請を認める。 

３ 利用許可申請書提出の受付は、開館日の午前９時から午後８時までの間に行うものとする。 

４ 理事長は、利用許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し利用施設の同一時期の予

約がなされていない場合に限り、当該利用許可申請書を受理するものとする。 

５ 理事長は、第２項に定める予約システムで予約を行った場合（様式第１－２号）または前項の規定に

よる利用の許可の申請があった場合において、利用が適当であると認めるときは、施設の利用を許

可し、利用料金の請求を行うものとする。 



６ 理事長は、利用料金が納付（以下、納付にはキャッシュレス納付を含む）された場合は、当該申請を

した者に対し、愛媛県武道館利用許可書（様式第２号。以下「利用許可書」という。）を交付（電子交付

を含む）するものとする。この場合において、武道館の管理運営上又は公益上必要があると認めると

きは、許可に条件を付することがある。 

７ 理事長は、第２項に定める期間外に利用許可申請書の提出があった場合であっても、特に理由が

あると認めるときは、同項の利用の許可をすることがある。 

８ 武道館の利用の許可を受けた者（以下「専用利用者」という。）は、武道館の利用に係る権利を譲渡

し、又は転貸してはならない。 

 

（利用の許可の変更） 

第５条 専用利用者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、原則として、利用日の14日

前までに愛媛県武道館利用変更許可申請書（様式第３号）に利用許可書を添えて事業団に提出し、

その許可を受けなければならない。 

（1） 利用日時、利用施設 

（2） 入場料の有無 

（3） その他許可にかかる事項のうち重要なもの 

２ 理事長は、変更理由がやむを得ないと認められたときは、変更しようとする日時に予約が入ってい

ない場合に限り許可するものとする。 

 

（許可の取消し等） 

第６条 理事長は、専用利用者が条例第１０条の規定に該当する場合若しくは利用料金が納付されな

いときは、利用の許可を取り消し又は停止することができる。 

 

（利用料金の納付） 

第７条 専用利用者は、利用日の１４日前までに利用料金を事業団に納付しなければならない。 

   ただし、理事長は、特に必要と認めた場合は、別に指定した期日までに利用料金の一部を分納さ

せることができるものとする。 

２ 利用許可申請書の提出日が利用日の１４日前までに満たないときは、利用者は、利用許可申請書

が受理された場合、申請と同時に利用料金を納付するものとする。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、利用後に利用料を納

付させることができるものとする。 

（１） 国又は地方公共団体が利用する場合 

（２） 許可された利用時間を超えて利用した場合 

http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/41592010000700000000/41592010001300000000/41592010001300000000_j.html#JUMP_SEQ_134#JUMP_SEQ_134


（３） 武道館の附属設備及び備品を利用する場合 

（４） その他理事長がやむを得ないと認める場合 

 

（共同利用） 

第８条 武道館の施設のうち個人で施設を利用（以下「共同利用」という。）できるものは、主道場、柔道

場、剣道場、副道場及びトレーニング施設とする。 

２ 共同利用は専用利用による利用がない場合に限る。また、共同利用の予約は行えない。 

３ 共同利用をしたいとして、利用料金を事業団に納付した者（以下「共同利用者」という。）に、それぞ

れ当該各号に定めるものを交付する。 

(１) 主道場、柔道場、剣道場及び副道場 氏名、利用施設名、利用時間を明記した書面。 

(２) トレーニング施設 体力測定、トレーニング機器等利用の種別を区分するもの。 

４ 道場施設のうち、柔道場、剣道場、副道場は利用の延長を行うことができる。この場合において、理

事長は、共同利用者に対し、あらかじめ申し出た利用時間を超えた時間に相当する利用料金の納

付を指示するものとする。 

５ 第６条の規定は、共同利用者について準用する。 

 

（利用料金の額） 

第９条 条例第12条の規定により、事業団が定める利用料金の額は、別表第１及び別表第２のとおりと

する。 

 

（利用料金の減免） 

第10条 条例第13条の規定により、事業団が利用料金を減免する場合及びその額の基準は別表第３

のとおりとする。 

２ 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、愛媛県武道館利用料減免申請書（様式第

４号）及び事業の実施要領等に該当すると認めうる書類を事業団に提出しなければならない。但し、

県において別に手続きを定める場合は、この限りでない。 

 

（利用料金の不還付）  

第 11 条 事業団が既に収受した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

（1） 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により利用が不能となったとき。 

（2） 前号に掲げるもののほか、理事長がやむを得ないと認めたとき。 

 

http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/32890101005400000000/41590101005900000000/41590101005900000000_j.html#JUMP_SEQ_62#JUMP_SEQ_62


（遵守事項） 

第12条 武道館を利用する者（見学等のため入館する者を含む。以下「武道館利用者」という。）は、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 武道館において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。 

（２） 武道館の施設、附属設備及び備品を損傷しないこと。 

（３） 承認を得ないで施設、附属設備又は備品に特別の設備をし、又はその原状を変更しないこと。 

（４） 施設共同利用券の交付を受けた施設又は利用の許可を受けた施設、附属設備若しくは備品以

外のもの（あらかじめ届け出た搬入物品を除く。）を利用しないこと。 

（５） 承認を得ないで、備品を武道館の外に持ち出さないこと。 

（６） 次に掲げる施設では飲食をしないこと。ただし、試合、練習等の水分補給は除く。 

ア 主道場、柔道場、剣道場及び副道場の競技面 

イ トレーニング室 

（７） 武道館の建物内での喫煙はしないこと。喫煙は屋外の所定の場所に限る。 

（８） 承認を得ないで、武道館に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。 

（９） 武道館において承認を得ないで商品の宣伝、展示、販売等営利を目的とする行為を行わない

こと。 

（10） 武道館において承認を得ないで宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、又は掲示しないこと。 

（11） ペット類の持ち込みをしないこと。但し、盲導犬、介助犬等を除く。 

（12） 前各号に定めるもののほか、武道館の秩序を乱すような行為をしないこと。 

 

（入館の制限） 

第13条 理事長は、次に掲げる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。 

（１） めいていしている者 

（２） 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をする者 

（３） 他人に危害を加えようとする者 

（４） 前条各号の規定に違反する者 

（５） 武道館の職員の指示に従わない者 

 

（利用の制限等） 

第14条 理事長は、武道館の利用に関して、次に各号に掲げる場合は施設等の利用の制限を行うこと

ができる。 

（１） 未成年者の利用時間および利用器具。 

（2） エントランスホールその他の共用部分の利用。 



（３） その他、理事長が必要と認める場合。 

 

（施設等損傷の届出） 

第15条 武道館利用者は武道館の施設、附属設備及び備品を損傷した場合は、直ちにその旨を届け

出なければならない。 

２ 理事長は、前項の届出のうち重大のものは、県にその旨を報告するものとする。 

 

（損害賠償等） 

第16条 事業団は、自己の責めに帰すべき理由により、武道館の施設等を滅失し、又は損傷した者に

対して、原状回復をし、又はそれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 

 

（原状回復義務） 

第17条 武道館利用者は、武道館の施設、附属設備及び備品の利用を終えたとき又は利用の許可を

取り消されたときは、武道館の職員の指示に従い、速やかに附属設備及び備品を所定の場所に整

理し、武道館に持ち込んだものを搬出し、武道館を利用した際に出たごみを回収するなど、原状に

回復しなければならない。 

 

（利用の指示及び調査） 

第18条 理事長は、武道館の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、武道館利用者に対し

、その利用に関し指示をし、又は利用中の施設に武道館の職員を立ち入らせ、利用の現状を調査さ

せることができる。 

 

（補足） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、武道館の管理に必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

     附  則 

  この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

 

 附  則 

  この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

 

 附  則 

  この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 



 

 附  則 

  この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

 

 附  則 

  この要綱は、平成29年4月１日から施行する。 

 

附  則 

  この要綱は、平成30年4月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要綱は、平成31年4月１日から施行する。 

 

附  則 

  この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

 

附  則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



様式第１-１号 

（第４条関係） 愛媛県武道館利用許可申請書 

（表） 
 

愛媛県武道館利用許可申請書 
 

年  月  日 
（公財）愛媛県スポーツ振興事業団 
     理事長  髙橋 祐二  様 
 
                    住 所 
 
                申請者 氏 名 
 
                    電話番号 
 
                    ＦＡＸ番号 
 

利用施設及び 
利 用 日 時 

裏面記載のとおり。 

利 用 す る 
附属設備等 

裏面記載のとおり。 

利 用 目 的 

行事等の名称 
 参加人員     人 

行事等の内容 
概要 

□アマチュアスポーツ    □アマチュアスポーツ以外 

入 場 料 
□徴収しない ┌□営利 

 └□非営利 
□徴収する 

利用責任者 

氏  名 電話番号 

住所又は 
連 絡 先 

ＦＡＸ番号 

（備考） 
 
 
 
                            駐車見込台数      台 
  共用部分利用 □有 □無   利用情報公開 □可 □否   減免申請 □有 □無 
注意１ 利用施設は、次のとおりです。 
    主道場（全体利用、分割利用（４分の１利用、２分の１利用及び４分の３利用））、柔道場

（全体利用、分割利用（３分の１利用及び３分の２利用））、剣道場（全体利用、分割利用（３
分の１利用及び３分の２利用））、副道場（全体利用、２分の１利用）、大会議室、中会議室、
小会議室 

  ２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けてください。 
  ３ 利用申請書の提出については、郵送、メール及びファックスでも受付いたします。 

 



（裏） 

１ 利用施設 

利用施設 
月  日（ ） 月  日（ ） 月  日（ ） 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

注意１ 午前、午後及び夜間の欄には、柔道場、剣道場又は副道場を時間を単位として専用利

用する場合、及び会議室を利用する場合については利用時間を記入してください。 

  ２ リハーサル又は準備に利用するときは準を、本番に利用するときは本を、整理に利用

するときは整を、それぞれ記入してください。 

２ 附属設備及び備品 

利用施設 
附属設備又は 

備品の名称 

利 用 月 日 及 び 利 用 数 量 

月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数 量 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
注意 数量の欄には、大型映像表示設備及び冷暖房設備については利用時間を記入してく

ださい。 

施設予約システム 確認□           （愛媛県武道館記入欄） 



様式第１-２号 

（第４条関係） 愛媛県武道館利用許可申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

（第４条関係） 愛媛県武道館利用許可書 

（表） 

 



（裏） 

 

天災その他武道館を利用する者の責めに帰することができない理由により   

利用が不能となった場合又は事業団が特にやむを得ないと認めた場合のほかは、 

納付した利用料は還付できません。ご了承ください。 



様式第３号 

（第５条関係） 愛媛県武道館利用変更許可申請書 

 

愛媛県武道館利用変更許可申請書 

 

  年  月  日 

（公財）愛媛県スポーツ振興事業団 

理事長  髙橋 祐二  様 

 

 

                  住所 

             申請者  

                  氏名 

 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

    

（備 考） 

注意 愛媛県武道館利用許可書（様式第２号）を添付してください。



様式第４号 

（第10条関係） 愛媛県武道館利用料減免申請書 

 

愛媛県武道館利用料減免申請書 

 

  年  月  日 

（公財）愛媛県スポーツ振興事業団 

理事長  髙橋 祐二  様 

 

所在地 

申請者 

名称及び代表者の氏名           

 

 

 

 

 

 

申 請 理 由  

（利用目的） 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

 

 

 

 

注意 主道場、柔道場、剣道場又は副道場を専用利用しようとするとき及び会議室を利用

しようとするときは、愛媛県武道館利用許可申請書に添えて提出してください。 

  



区             分 
利 用 料 
午 前 又 は 
午 後 

夜   間 全   日 

主道場 
 

アマチュアスポーツ 
に利用する場合 

入場料が 
無料の 
場合 

全体利用 13,060円 23,520円 49,640円 
４分の３利用 9,790円 17,630円 37,210円 
２分の１利用 6,530円 11,750円 24,810円 
４分の１利用 3,250円 5,870円 12,370円 

入場料が 
有料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

39,200円 49,670円 128,070円 

４分の３ 
利用 

29,410円 37,250円 96,070円 

２分の１ 
利用 

19,600円 24,830円 64,030円 

４分の１ 
利用 

9,790円 12,400円 31,980円 

祝日等 

全体 
利用 

47,060円 59,690円 153,810円 

４分の３ 
利用 

35,280円 44,770円 115,330円 

２分の１ 
利用 

23,520円 29,840円 76,880円 

 
４分の１ 
利用 

11,750円 14,920円 38,420円 

アマチュアスポーツ以外 
に利用する場合 

入場料が 
無料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

106,750円 117,210円 330,710円 

４分の３ 
利用 

80,080円 87,910円 248,070円 

２分の１ 
利用 

53,370円 58,600円 165,340円 

４分の１ 
利用 

26,670円 29,290円 82,630円 

祝日等 

全体 
利用 

128,120円 140,760円 397,000円 

４分の３ 
利用 

96,090円 105,560円 297,740円 

２分の１ 
利用 

64,060円 70,360円 198,480円 

４分の１ 
利用 

32,030円 35,180円 99,240円 

入場料が 
有料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

267,130円 277,590円 811,850円 

４分の３ 
利用 

200,350円 208,200円 608,900円 

２分の１ 
利用 

133,560円 138,780円 405,900円 

４分の１ 
利用 

66,770円 69,380円 202,920円 

祝日等 

全体 
利用 

320,630円 333,160円 974,350円 

４分の３ 
利用 

240,440円 249,920円 730,800円 

２分の１ 
利用 

160,360円 166,570円 487,290円 

４分の１ 
利用 

80,180円 83,330円 243,690円 

柔道場又は 
剣道場 

アマチュアスポーツ 
に利用する場合 

入場料が 
無料の 
場合 

全体利用 4,880円 7,500円 17,260円 
３分の２利用 3,250円 5,000円 11,500円 
３分の１利用 1,620円 2,490円 5,730円 

入場料が 
有料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

14,690円 17,310円 46,690円 

３分の２ 
利用 

9,790円 11,540円 31,120円 

３分の１ 4,880円 5,770円 15,530円 



利用 

祝日等 

全体 
利用 

17,630円 20,800円 56,060円 

３分の２ 
利用 

11,750円 13,930円 37,430円 

３分の１ 
利用 

5,870円 6,960円 18,700円 

アマチュアスポーツ以外 
に利用する場合 

入場料が 
無料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

7,500円 10,110円 25,110円 

３分の２ 
利用 

5,000円 6,730円 16,730円 

３分の１ 
利用 

2,490円 3,350円 8,330円 

祝日等 

全体 
利用 

9,020円 12,180円 30,220円 

３分の２ 
利用 

6,080円 8,160円 20,320円 

３分の１ 
利用 

3,030円 4,120円 10,180円 

入場料が 
有料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

18,730円 21,340円 58,800円 

３分の２ 
利用 

12,510円 14,250円 39,270円 

３分の１ 
利用 

6,300円 7,170円 19,770円 

祝日等 

全体 
利用 

22,540円 25,690円 70,590円 

３分の２ 
利用 

15,020円 17,210円 47,250円 

３分の１ 
利用 

7,610円 8,700円 23,920円 

副道場 

アマチュアスポーツ 
に利用する場合 

入場料が 
無料の 
場合 

全体利用 3,250円 5,870円 12,370円 

２分の１利用 1,620円 2,930円 6,170円 

入場料が 
有料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

9,790円 12,400円 31,980円 

２分の１ 
利用 

4,880円 6,190円 15,950円 

祝日等 

全体 
利用 

11,750円 14,920円 38,420円 

２分の１ 
利用 

5,870円 7,500円 19,240円 

アマチュアスポーツ以外 
に利用する場合 

入場料が 
無料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

3,480円 6,080円 13,040円 

２分の１ 
利用 

1,720円 3,030円 6,470円 

祝日等 

全体 
利用 

4,240円 7,390円 15,870円 

２分の１ 
利用 

2,160円 3,690円 8,010円 

入場料が 
有料の 
場合 

平 日 

全体 
利用 

8,700円 11,310円 28,710円 

２分の１ 
利用 

4,340円 5,640円 14,320円 

祝日等 

全体 
利用 

10,450円 13,600円 34,500円 

２分の１ 
利用 

5,220円 6,860円 17,300円 

 

 

 



注１ この表において、「午前」とは午前９時から午後１時までを、「午後」とは午後１時から午後５時までを、「夜間」と

は午後５時から午後９時までをいう。 

２ この表において、「平日」とは祝日等以外の日を、「祝日等」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日、日

曜日及び土曜日をいう。 

３ 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して専用利用する場合の利用料は、午前及び午後又は午後及び夜間

の利用料の合計額とする。 

４ 利用者が商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として専用利用する場合の利用料は、入場料徴収の有無にか

かわらず、入場料が有料の場合に相当する額とする。 

５ リハーサル、準備又は整理のために利用する場合の利用料は、入場料が無料の場合に相当する額とする。 

６ 午前、午後又は夜間に柔道場、剣道場又は副道場を時間を単位として専用利用する場合の利用料は、１時間

までごとに、それぞれの区分の利用料の１時間当たりの額（１００円未満切上げ）に相当する額とする。 

７ 休館日の午前、午後又は夜間に施設を専用利用する場合の利用料は、表中の額又は前項に定める額の110パ

ーセント（１００円未満切上げ）に相当する額とする。 

８ 午後９時から翌日の午前９時までの間に専用利用する場合の利用料は、１時間までごとに、次の表に定める額と

する。 

９ 上記計算により利用料金が条例の上限額を超える場合は、上限額を利用料金とする。 

 

区            分 利     用     料 

主道場 

午後９時から翌日の午前６時まで 

夜間の利用料の１時間当たりの額（１０円未満切上

げ）の １１０パーセントに相当する額（１０円未満切上

げ） 

午前６時から午前９時まで 

午前の利用料の１時間当たりの額（１０円未満切上

げ）の １１０パーセントに相当する額（１０円未満切上

げ） 

柔道場、剣道

場及び副道

場 

午後９時から翌日の午前６時まで 
夜間の１時間までごとの利用料の １１０パーセントに

相当する額（１０円未満切上げ） 

午前６時から午前９時まで 
午前の１時間までごとの利用料の １１０パーセントに

相当する額（１０円未満切上げ） 

 

２ 会議室施設利用料 

区     分 利用料（１時間までごとにつき） 

大会議室（ｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー） 1,560円 

中会議室（ｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー） 830円 

小会議室（ｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー） 510円 

大会議室（ｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー以外） 4,580円 

中会議室（ｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー以外） 1,620円 

小会議室（ｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー以外） 1,010円 

 

 

 

 



 

３ 道場施設及びトレーニング施設共同利用料 

区            分 単     位 利用料 

小学校の児

童、中学校、高

等学校及び中

等教育学校の

生徒その他こ

れらに類する

者 

主道場     １時間までごとにつき 50円 

柔道場     １時間までごとにつき 50円 

剣道場     １時間までごとにつき 50円 

副道場     １時間までごとにつき 50円 

トレーニング施設 

トレーニング機器 １回につき 100円 

筋力系専門体力

測定 １回につき 
1,560円 

１５歳以上の者

（中学校、高等

学校及び中等

教育学校の生

徒その他これ

らに類する者

を除く。） 

主道場     １時間までごとにつき   100円 

柔道場     １時間までごとにつき   100円 

剣道場     １時間までごとにつき   100円 

副道場     １時間までごとにつき   100円 

トレーニング施設 

トレーニング機器 １回につき 300円 

筋力系専門体力

測定 １回につき 
1,560円 

注 トレーニング機器を利用する場合において、回数券を利用するときの利用料は、この表の規定にかかわらず、１

人１１回につき、この表に規定するトレーニング機器の利用料の額に１０を乗じて得た額とする。 

 



別表第２（第９条関係） 

１ 附属設備及び備品の利用料 

番号 種  類  又  は  品  目 単    位 利用料 

1 せり舞台 １基１日につき 3,350円 

2 バトン １本１日につき 1,030円 

3 ホイスト １組１日につき 1,030円 

4 音響設備 

主道場 

1式１日につき 

2,080円 

柔道場、剣道場、副道場 1,030円 

大会議室 510円 

5 大型映像表示設備 

（１） アマチュアスポーツ以外に主

道場を利用する場合において、入場

料が有料のとき又は営利を目的とし

て利用するとき。 

１式１時間までごとにつき 11,000円 

（２） 主道場を利用する場合におい

て、（１）に該当しないとき。 
１式１時間までごとにつき 2,200円 

6 フロアシート １本１日につき 510円 

7 コンポジットパネル １枚１日につき 30円 

8 持込電気機器（イベント用配電盤利用時） １キロワットまでごとにつ

き 
200円 

9 いす（アマチュアスポーツ以外に主道場、柔道場、剣道場

又は副道場を利用する場合において、入場料が有料のと

き又は営利を目的として利用するとき。） 

１脚１日につき 50円 

２ 冷暖房設備の利用料 

区 分 利用料（１時間までごとにつき） 

主道場 11,100円 

柔道場 720円 

剣道場 720円 

副道場 720円 

 

 

 



 別表第３（第10条関係） 

 

利用料金を減免する場合及び減免する額 

 

第１ 条例第 13条第１号の規定は、次に掲げるときとし、それぞれ利用料金を免ずる。 

  １ 県が主催する事業のうち、条例第２条第１号及び第２号に該当する事業に利用

するとき。 

  ２ 事業団が主催するスポーツの振興に関する事業に利用するとき。 

第２ 条例第 13 条第２号の規定は、次の表の左欄に掲げるときとし、それぞれ同表の

右欄に定める額を減ずる。 

区     分 減ずる額 

１ 
いーよポイントとの引換えにより利用料の減免を受け

ようとするとき。 

１いーよポイントにつき 100

円 

２ 

県が主催する事業のうち、教育の向上発展及び青

少年の健全育成に寄与する行事の実施に利用する

とき。 

利用料金の50パーセントに

相当する額 

３ 

県が共催（事業の企画及び運営に参画するなど当

該事業について責任の一部を負担することを

いう。）する行事（県が助成する行事を除く。）で

あって、次に掲げる基準に該当するものの実施

に利用するとき。 

(1) 主催者に関する基準 

  次のいずれかに該当するもの 

 ア 国及び地方公共団体 

 イ 独立行政法人、特殊法人、特例民法法人及び

これらに類する団体（宗教法人を除く。） 

(2) 事業の目的及び内容に関する基準 

  次のいずれにも該当すること。 

 ア 教育の向上発展及び青少年の健全育成に寄

与するものであること。 

 イ 宗教活動又は政治活動を目的とするものでな

いこと。 

 ウ 非営利目的のものであること。 

 エ 県大会その他これと同等以上のものであって、

武道館を使用するのにふさわしい規模のもので

あること。 

利用料金の50パーセントに

相当する額 

４ 
その他知事が必要と認めるとき。 ２分の１以内の額で知事の

認める額 



 

 

第３ 管理条例第13条第３号の規定は、次の表の左欄に掲げるときとし、同表の右欄

に定める額を減ずる。 

区     分 減ずる額 

１ 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者

（介護を要する者１名につき１名）並びに65歳以上

の者（以下「身体障害者等」という。）が利用すると

き。（施設を専用利用する場合にあっては、身体障

害者等のみが利用する場合に限る。） 

利用料金の50パーセントに

相当する額 

２ 

柔道用床転換システムを３基以上使用する大会が

午後４時以前に終了する場合で、当該柔道用床転

換システムの撤去が当該大会の行われた日の午後

５時以降に終了することとなるとき。 

 

主道場に係る夜間の 

使用料の全額 

３ その他理事長が必要と認めるとき。 理事長の認める額 

 

 


